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業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点 

［令和６年 10月 16日開催 日本貸金業協会］ 

 

１．金融行政方針の公表について 

○ 2024 年８月 30 日（金）、2024 事務年度一年間の方針や重点課題を示した

金融行政方針を公表し、９月 27日（金）、金融行政方針に関する具体的な施

策をまとめた「実績と作業計画」を公表した。 

○ 金融行政方針に盛り込まれている各取組については、資料をご覧いただけ

ればと思うが、金融庁としては、 

・ これまで取り組んできた資産運用立国の実現に向けた施策等を着実に

進めるとともに、 

・ 社会・経済環境の変化にも柔軟に対応し、金融システムの安定・信頼と

質の高い金融機能の確保等を図って参りたいと考えている。 

○ 金融庁としては、金融行政方針を端緒として、皆様と課題認識等を共有し、

建設的な対話を行いたいと考えている。金融庁では、本方針等に関する説明

会を各地域で開催中であり、本方針の内容でご不明な点、ご懸念の点、ご提

言したい点があれば、遠慮なくお問合せいただきたい。 

 

２．サイバーセキュリティに関するガイドラインについて 

○ サイバーリスクは、技術の発展や地政学リスクの高まりなどとともに増加

しており、トップリスクの一つとして、金融機関において適切に管理してい

く必要がある。昨今の脅威動向、これまでのモニタリングの実績、国内外の

情勢等を踏まえ、先般、サイバーセキュリティに関する新たなガイドライン

案について、パブリックコメントに付したところであり、ご意見をいただき

感謝申し上げる。 

○  いただいたご意見への当庁の考え方及び同ガイドラインを最終化したも
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のを 2024年 10月４日に公表している。 

（注）ガイドラインは同日に適用開始。 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241004/20241004.html 

○  金融機関等の規模・特性は様々である。このため、ガイドラインにも記載

しているとおり、「基本的な対応事項」及び「対応が望ましい事項」のいずれ

についても、一律の対応を求めるものではなく、金融機関等が、自らを取り

巻く事業環境、経営戦略及びリスクの許容度等を踏まえた上で、サイバーセ

キュリティリスクを特定、評価し、リスクに見合った低減措置を講ずること

（いわゆる「リスクベース・アプローチ」を採ること）が必要であると考え

ている。 

○  また、金融機関におけるサイバーセキュリティ管理態勢上の課題への対応

には、時間がかかるものもあると考えている。したがって、重要性・緊急性

に応じて、優先順位をつけた上で、順次対応していただければと考えている。 

○  当庁としては、金融システム上の重要性・リスクなどを勘案の上、同ガイ

ドラインの運用などを通じて、金融機関におけるサイバーセキュリティ管理

態勢の強化を促してまいりたい。 

 

３．外部委託先管理の強化について 

○ 昨今、外部委託先に対するサイバー攻撃により、金融機関の顧客情報が漏

えいする事案が発生している。 

○  委託先におけるインシデントであっても、金融機関が顧客情報管理の責任

から逃れられるわけではない。 

○  重要な委託先におけるインシデントの原因の検証及び再発防止策の実効

性の確保、これらが確保できない際の代替策の検討を含め、委託先管理の有

効性・十分性を確認し、必要に応じて改善していただきたい。 

 

（以 上） 
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